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家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況
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 国は、毎年度、小売業者（インターネット販売事業者・通信販売事業者を含む。）に家電リサイク
ル法に基づく立入検査を実施するとともに、その実施状況を公表し、家電リサイクル法の適切
な施行に努めている。

 アクションプランの取組目標も踏まえ、経済産業局及び地方環境事務所において、令和６年度
は464件の立入検査を実施（令和５年度は428件）。

 令和７年度においても、令和６年度実績と同等程度の実施目標を設定し、立入検査を実施中。

464件立入検査件数

341件うち指導等を行った件数

令和６年度立入検査件数（事業者ベース）
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家電リサイクル法に基づく勧告について

立入検査等の結果、重大な家電リサイクル法違反が判明した小売業者については、家電リサイ
クル法に基づき勧告等を実施し、社名を含む事実関係等を公表している。

近年の勧告状況は以下のとおり。

勧告を受けた小売業者勧告日

小売業者１社（小売業者に該当する賃貸管理業者）令和５年 ３月23日令和４年度

小売業者１社（小売業者に該当する賃貸管理業者）令和７年 ６月27日令和７年度



賃貸管理業者への対応について



賃貸管理業者への対応の概要

○ 家庭用エアコンの回収ルートとして、賃貸管理業者による賃貸物件からの回収が行われており、
家電リサイクル法における小売業者に該当するケースが確認されている。

○ 経済産業省・環境省においては、令和４年度の勧告以降、賃貸管理団体を通じて家電リサイク
ル法の周知を実施している。
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家庭用エアコンの保有者の全体像の推定（2023年3月再推計）
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○ 家庭用エアコンの事業者による保有構造のイメージより、賃貸住宅（事業者保有分）の適正回収をターゲット
とし普及啓発活動を推進。
保有台数）大手賃貸５社 345万台、 日本賃貸住宅管理協会会員会社 445万台
排出台数）大手賃貸５社 31万台/年 日本賃貸住宅管理協会会員会社 40万台/年

○ 賃貸管理業者の家電リサイクル券入会件数 2022年度 91件 ⇒2025年度 453件（22年比約500%UP）

【日管協会員への普及啓発活動】

【家庭用エアコンの事業者による保有構造のイメージ】

2024年度2023年度内容項目

日管協フォーラム講演接続数約1,000件オンライン説明会賃貸管理業者向け説
明会

日管協総会 5月
日管協フォーラム11月

日管協総会 5月
日管協フォーラム11月

会員への啓発日管協主催イベント

法務委員会「家電リサ
イクルナビブック」制作

DM/メルマガ掲載DM・メルマガ掲載日管協広報活動

【日管協主催イベント出展】
2023年度版

2024年度版 2025年度版


